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◆佐賀県玄海町の若手職員（入庁５年以内）約３０名を対象に法「品確法と
建設業法・入契法の一体的改正（担い手３法の改正）について」のスキル
アップ講習会を開催し、県内市町村に先がけて発注者間の支援・連携等を図
りました。 

スキルアップ講習実施の背景 

・佐賀県の玄界灘を望む西北部に位置する玄海町は、人口約６千人程度で、玄海原子力発

電所が立地する町として知られています。 
 

・町の行政組織は小さく、契約課という独立した部署はなく、工事発注課で契約事務を行って
おり、担当者も専任でなく他の事務と兼任で経験年数も浅い職員が従事しているのが現状で
す。 
 

・発注者を取り巻く環境としては、品確法と建設業法・入契法の一体的改正【担い手３法】（Ｈ２
６．６．４公布）により、入札制度の多様化と発注者責務の明確化等、これからの発注者は、法
令等に則った適正な入札手続き等の執行が求められているとの認識の基、町若手職員への
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スキルアップ講習の概要 

①公共工事の現状と、今後の社会的情勢の変化に伴い生じる課題等の説明から入り、今回の

品確法改正に至った背景を解りやすく説明した後、今回の品確法の主な改正ﾎﾟｲﾝﾄを解説。 
②また、発注関係事務の運用指針の主なﾎﾟｲﾝﾄの説明では発注者として必ず実施すべき事項

を主に、発注者としての責務を説き、最後に発注者（自治体）相談窓口の開設を紹介して、今後

の発注者相互の連携を図って行くことを確認しました。 

《予定価格の適正な設定》  
《歩切りの根絶》  
《低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用等の徹底等》  
《適切な設計変更》  
《発注者間の連携体制の構築》 

《工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用》  
《発注や施工時期の平準化》  
《見積りの活用》 
《発注者との情報共有、協議の迅速化》 
《完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価》 
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